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譲
渡
担
保
や
所
有
権
留

保
に
関
す
る
新
し
い
法

律
が
成
立
し
た
と
聞
き

ま
す
。
新
法
の
概
要
に
つ
い
て
教
え

て
く
だ
さ
い
。

「
譲
渡
担
保
法
」
又
は
「
法
」
と
い

い
ま
す
）
が
2
0
2
5
年
5
月
30
日

に
成
立
し
、
同
年
6
月
6
日
に
公
布

さ
れ
ま
し
た
。
公
布
の
日
か
ら
起
算

し
て
2
年
6
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
施
行
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

従
来
、
企
業
の
資
金
調
達
に
お
け

る
担
保
と
し
て
は
、
不
動
産
担
保
や

個
人
保
証
が
広
く
用
い
ら
れ
て
き
ま

し
た
が
、
不
動
産
を
有
し
な
い
企
業

や
保
証
人
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め

に
動
産
（
機
械
設
備
、
在
庫
商
品

等
）、
債
権
（
売
掛
債
権
等
）
を
目

的
と
す
る
譲
渡
担
保
、
所
有
権
留
保

が
実
務
上
、
民
法
に
規
定
の
な
い
手

法
、
非
典
型
担
保
と
し
て
発
展
し
て

き
ま
し
た
。
譲
渡
担
保
法
は
、
譲
渡

「
譲
渡
担
保
契
約
及
び

所
有
権
留
保
契
約
に

関
す
る
法
律
」（
以
下

譲
渡
担
保
契
約
及
び

所
有
権
留
保
契
約
に
関
す
る
法
律
の
概
要

担
保
契
約
及
び
所
有
権
留
保
契
約
の

効
力
、
譲
渡
担
保
権
及
び
留
保
所
有

権
の
実
行
、
破
産
手
続
き
に
お
け
る

取
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
明
文
化
す
る

新
法
で
す
。
以
下
動
産
譲
渡
担
保
権

を
中
心
に
概
説
し
ま
す
。

1.
譲
渡
担
保
権
の
効
力

⑴
定
義

　

譲
渡
担
保
契
約
は
、「
金
銭
債
務

を
担
保
す
る
た
め
、
債
務
者
又
は
第

三
者
が
動
産
、
債
権
そ
の
他
の
財
産

を
債
権
者
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
契
約
」
と
定
義
さ
れ
て
い
ま

す
（
法
2
条
1
項
）。
経
済
的
実
質

は
担
保
で
あ
る
が
、
法
的
に
は
譲
渡

と
い
う
形
式
を
執と

る
と
い
う
こ
と
で

す
。
対
象
は
主
に
動
産
及
び
債
権
で

す
が
、
そ
れ
以
外
の
財
産
も
譲
渡
担

保
財
産
と
な
り
得
ま
す
。
も
っ
と
も

「
そ
の
他
の
財
産
」
か
ら
原
則
、
抵

当
権
の
目
的
と
す
る
財
産
及
び
知
的

財
産
権
は
除
か
れ
て
い
ま
す
。
ち
な

み
に
所
有
権
留
保
契
約
の
目
的
は
動

産
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
（
法
2
条

16
号
）。

⑵
譲
渡
担
保
権
者
の
権
利

　

譲
渡
担
保
権
者
は
、
譲
渡
担
保
財

産
に
つ
い
て
、
他
の
債
権
者
に
先
立

っ
て
自
己
の
債
権
の
弁
済
を
受
け
る

権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
優
先
弁
済
権
、
法
3
条
）。
そ
し
て

譲
渡
担
保
権
は
、
原
則
、
元
本
、
利

息
、
違
約
金
、
譲
渡
担
保
権
実
行
の

費
用
及
び
債
務
の
不
履
行
に
よ
っ
て

生
じ
た
損
害
の
賠
償
を
担
保
す
る
と

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
（
法
4
条
）。

抵
当
権
の
よ
う
に
利
息
に
つ
い
て
最

後
の
2
年
分
に
限
る
と
い
っ
た
制
限

は
置
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

目
的
財
産
の
代
わ
り
に
譲
渡
担
保

権
設
定
者
が
取
得
す
る
金
銭
（
保
険

金
請
求
権
、
売
買
代
金
債
権
等
）
や

賃
料
債
権
か
ら
も
優
先
し
て
弁
済
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
物
上
代

位
、
法
9
条
）。

⑶
譲
渡
担
権
保
設
定
者
の
権
利

　

譲
渡
担
保
権
者
は
、
後
記
5
の
実

行
手
続
き
に
よ
ら
な
け
れ
ば
譲
渡
担

保
財
産
を
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
が
（
法
5
条
）、
一
方
譲
渡
担

権
保
設
定
者
は
、
譲
渡
担
保
財
産
に

つ
い
て
の
権
利
を
第
三
者
に
譲
渡
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
法
6
条
）。
譲
り
受
け
た
第
三
者
は

即
時
取
得
（
民
法
1
9
2
条
）
の
要

件
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
譲
渡
担
保

権
の
負
担
の
付
い
た
財
産
を
取
得
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
譲
渡
担
保
財
産
は
、
重
ね

て
譲
渡
担
保
契
約
の
目
的
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
（
法
7

条
）、
よ
っ
て
、
譲
渡
担
権
保
設
定

者
は
、
同
じ
財
産
に
つ
い
て
優
先
順

位
の
異
な
る
譲
渡
担
保
権
を
設
定
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

⑷
動
産
譲
渡
担
保
権
設
定
者
に
よ

る
譲
渡
担
保
動
産
の
使
用
及
び
収

益

　

動
産
譲
渡
担
保
権
は
、
担
保
権
者

が
目
的
物
を
占
有
す
る
質
権
と
は
異

な
り
、
動
産
の
占
有
を
動
産
譲
渡
担

保
権
者
に
移
す
こ
と
な
く
設
定
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
特
徴
が

あ
り
、
動
産
譲
渡
担
保
権
設
定
者
は
、

虎
門
中
央
法
律
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

弁
護
士

臺
　
庸
子
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譲
渡
担
保
の
目
的
で
あ
る
動
産
の
用

法
に
従
い
、
そ
の
使
用
収
益
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
（
法
29
条
1
項
）。
動
産
譲
渡
担

保
権
設
定
者
は
そ
の
使
用
収
益
に
際

し
て
善
管
注
意
義
務
を
負
い
ま
す

（
法
29
条
2
項
）。

2.

動
産
譲
渡
担
保
権
の
対
抗
要
件

（
自
分
が
担
保
権
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
他
の
者
に
主
張
す
る
た
め

の
要
件
）

　

動
産
譲
渡
担
保
権
を
第
三
者
に
対

抗
す
る
た
め
に
は
、
引
渡
し
を
受
け

る
必
要
が
あ
り
ま
す
（
民
法
1
7
8

条
、
動
産
及
び
債
権
の
譲
渡
の
対
抗

要
件
に
関
す
る
民
法
の
特
例
等
に
関

す
る
法
律
3
条
1
項
）。「
引
渡
し
」

に
は
、
現
実
の
引
渡
し
、
簡
易
の
引

渡
し
（
民
法
1
8
2
条
）、
占
有
改

定
（
民
法
1
8
3
条
）、
指
図
に
よ

る
占
有
移
転
（
民
法
1
8
4
条
）
が

含
ま
れ
ま
す
。

　

譲
渡
担
保
法
に
基
づ
き
同
一
の
動

産
に
複
数
の
動
産
譲
渡
担
保
権
を
設

定
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
順
位
は
引
渡
し
の
前
後
に

よ
る
の
が
原
則
で
す
（
法
32
条
）。

　

も
っ
と
も
こ
れ
に
は
例
外
が
あ
り
、

例
外
の
う
ち
の
1
つ
は
、
占
有
改
定

に
よ
り
対
抗
要
件
を
備
え
た
動
産
譲

渡
担
保
権
者
は
、
そ
れ
以
外
の
方
法

で
引
渡
し
を
受
け
た
動
産
譲
渡
担
保

権
者
に
劣
後
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で

す
（
法
36
条
1
項
）。
占
有
改
定
は
、

設
定
者
が
目
的
動
産
を
引
き
続
き
所

持
し
な
が
ら
、
以
後
は
担
保
権
者
の

た
め
に
占
有
す
る
旨
を
合
意
す
る
こ

と
で
あ
り
、
外
形
的
な
移
転
を
伴
わ

な
い
の
で
公
示
機
能
が
不
十
分
と
評

価
さ
れ
る
た
め
で
す
。

3.
動
産
譲
渡
担
保
権
と
他
の
担
保

権
と
の
優
劣

　

同
一
の
動
産
に
つ
い
て
動
産
譲
渡

担
保
権
と
先
取
特
権
と
が
競
合
す
る

場
合
に
は
、
動
産
譲
渡
担
保
権
者
は
、

民
法
3
3
0
条
（
動
産
の
先
取
特
権

の
順
位
）
の
規
定
に
よ
る
第
1
順
位

の
先
取
特
権
者
と
同
一
の
権
利
を
有

す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
法
34
条
）。

な
お
、
先
取
特
権
は
譲
渡
担
保
権
又

は
下
記
質
権
の
よ
う
に
当
事
者
間
の

契
約
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
で
は
な

く
、
民
法
の
規
定
に
基
づ
き
当
然
に

認
め
ら
れ
る
法
定
担
保
物
権
で
す
。

　

同
一
の
動
産
に
つ
い
て
動
産
譲
渡

担
保
権
と
動
産
質
権
と
が
競
合
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
順
位
は
動
産
譲
渡

担
保
契
約
に
基
づ
く
動
産
の
譲
渡
に

つ
い
て
の
引
渡
し
と
動
産
質
権
の
設

定
の
前
後
に
よ
る
の
が
原
則
で
す

（
法
35
条
）。

4.

集
合
動
産
を
目
的
と
す
る
譲
渡

担
保
権

　

動
産
の
種
類
及
び
所
在
場
所
そ
の

他
の
事
項
を
指
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、

将
来
に
お
い
て
属
す
る
動
産
を
含
む

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
範
囲
に
よ

っ
て
特
定
さ
れ
た
動
産
を
一
体
と
し

て
譲
渡
担
保
契
約
の
目
的
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
法

40
条
）。
こ
れ
は
、
構
成
部
分
が
変

動
す
る
一
定
の
範
囲
に
属
す
る
動
産

に
つ
い
て
一
括
し
て
動
産
譲
渡
担
保

権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
も
の
で
、
在
庫
等
を
担
保
と
す
る

融
資
に
用
い
ら
れ
る
の
が
典
型
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
動
産
の
種
類
（
家
電

製
品
、
貴
金
属
製
品
等
）
に
よ
る
指

定
が
必
須
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

「
在
庫
一
切
」
と
い
う
特
定
方
法
で

は
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
所
在
場
所
は
必
須
の
要
件
と

は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

5.

譲
渡
担
保
権
の
実
行
方
法

　

貸
金
を
担
保
す
る
た
め
に
債
務
者

の
倉
庫
内
に
保
管
さ
れ
て
い
る
動
産

（
例
え
ば
機
械
類
）
に
譲
渡
担
保
権

を
設
定
し
た
と
し
ま
す
。

　

債
務
者
が
貸
金
の
返
済
を
怠
っ
た

た
め
、
債
権
者
が
動
産
譲
渡
担
保
権

を
実
行
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
、
債

務
者
が
実
行
に
協
力
す
る
の
で
あ
れ

ば
任
意
売
却
が
選
択
さ
れ
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
債
権
者
が
任
意
に
機
械
を

売
却
し
、
そ
の
代
金
を
貸
金
の
返
済

に
充
当
し
ま
す
。

　

債
務
者
が
任
意
の
売
却
に
協
力
し

な
い
と
き
は
、
債
権
者
は
譲
渡
担
保

法
に
基
づ
く
実
行
方
法
に
依よ

る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

債
権
者
は
引
渡
命
令
（
法
76
条
）

に
基
づ
く
な
ど
し
て
機
械
の
引
渡
し

を
受
け
、
機
械
を
自
ら
評
価
し
、
債

務
者
に
対
し
て
そ
の
評
価
し
た
金
額

を
基
に
機
械
を
も
っ
て
貸
金
債
権
の

弁
済
に
充
当
す
る
こ
と
等
を
通
知

（
帰
属
清
算
の
通
知
）
し
ま
す
（
法

60
条
1
項
）。
又
は
機
械
を
第
三
者

に
売
却
し
（
処
分
清
算
譲
渡
）、
債

務
者
に
対
し
て
機
械
を
売
却
し
た
こ

と
、
そ
の
売
却
代
金
額
等
を
通
知
し

ま
す
（
法
61
条
1
項
、
2
項
）。
帰

属
清
算
の
通
知
の
と
き
、
処
分
清
算

譲
渡
の
と
き
に
、
貸
金
が
消
滅
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
（
法
60
条
1
項
、

61
条
1
項
）。


